
質問

・市街化調整区域を⾒直すお考えはありますか︖



質問
県と市の連携強化について。直近の課題として宝塚⼤橋、⻄

谷の土地活用に関して県との連携が必要。

・宝塚⼤橋は宝塚の誇る景観でもあり、日本でも稀有なガーデ

ンブリッジとして、未来に継承することをコンセプトとして架

けられたが、その補修について市議の関⼼が低く、市⺠から要

望書が提出されて議論が動き始めたが、超党派で取り組む課題

ではないのか︖

・⼈⼝減により、⼩学校が複式学級になるという⻄谷の土地活

用は宝塚にとって重要な政治課題であり、県との緊密な連携が

必要では︖



質問

・夕方になると、宝来橋や宝塚南⼝の交差点

で渋滞が起こっているが、対策は。
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【事前に頂いた質問】

 市街化調整区域を見直すお考えはありますか？

 県と市の連携強化について、直近の課題として宝塚大橋、西谷の土地活用

に関して県との連携が必要。宝塚大橋は宝塚の誇る景観でもあり、日本で

も稀有なガーデンブリッジとして、未来に継承することをコンセプト

として架けられたが、その補修について市議の関心が低く、市民からの

要望書が提出されて議論が動き始め、超党派で取り組む課題ではないのか？

人口減により、小学校が複式学級になるという西谷の土地活用は宝塚

にとって重要な政治課題であり、県との緊密な連携が必要では？

 夕方になると、宝来橋や宝塚南口の交差点で渋滞が起こっているが、

対策は



⚫ 川辺郡西谷村は、昭和30年に宝塚市に編入されまし

た。
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事前質問①

⚫市街化調整区域を見直すお考えはありますか？

⚫人口減により、小学校が複式学級になるという西谷の

土地活用は宝塚にとって重要な政治課題であり、県と

の緊密な連携が必要では？



⚫ 昭和45年10月31日に、区域区分に関する都市計画決定に

より、市街化を促進する「市街化区域」と抑制する「市

街化調整区域」に区分され、北部地域は全域が「市街化

調整区域」となった。

⚫ 昭和46年には「宝塚自然休養村（都市生活者が農山村の

自然環境に親しみ、理解を深めつつ休養が取れるように

整備された区域）」の指定を受ける

⚫ 昭和47年には「農業振興地域（農業を推進することが必

要と定められた地域）」に指定する
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開発行為・建築行為は原則禁止

⚫ 農林漁業の用に供する建築物や農家住宅等をはじめ、周

辺の居住者の日常生活のために必要な物品の販売、加工

業を営む店舗や事業所等に係る開発行為・建築行為は、

限定的に認められています。

市街化調整区域とは

⚫ 農林業の振興、自然環境の保全のため市街化を抑制すべ

き区域として指定している。



• 北部地域（西谷）は、50年以上にわたり、市街化調整区域を基
本としたまちづくりを行ってきたことにより、現在も豊かな自

然環境と田園環境が維持されています。

• 一方で、生産年齢人口の減少に伴い、少子高齢化に拍車がかか
り、地域の活力が低下しつつあること。生活様式や農業環境の
変容など時代の趨勢を受け入れつつも、地域が醸成してきたコ
ミュニティーや南部市街地と至近に残された自然環境を維持し
ながら、一定の人口を保つための地域振興が課題となっていま

す。

• 宝塚市北部地域まちづくり基本構想は、人口減少に伴う産業の
衰退や日常生活におけるサービス水準の低下などの諸課題や新
名神高速道路の供用開始を契機とした地域活性化に対応すべく、
取り組むべき事項を見据えて、各施策間の相互理解と連携を図

り、各事業の推進力とするための方針を構想するものです。



「宝塚花の里・西谷」で演出された豊かな田園風景を活

用し、交流人口を増加させ、定住人口の維持を図る。

宝塚市北部地域まちづくり基本構想では

以下の目標を掲げています

北部地域土地利用計画の策定

目標達成のために、土地利用規制についても一

定の弾力的運営を開始するために、北部地域の

土地利用のあり方の示す



北部地域土地利用計画について

②北部地域土地利用計画の方針

方針1 豊かな自然環境と田園環境の保全

豊かな自然環境と田園環境を適切に保全しつつ、

地域活性化に向けたまちづくりを進めていく。

①北部地域土地利用計画の目標

方針2 集落区域（地域活力）の維持・向上

方針3 地域資源を活かした魅力的なまちづくりの推進

3つの方針をかかげ、北部地域全域の土地利用のあり

方を示し、北部地域を４つの区域に区分しています。



③4つの区域の概要

区域名 区域の概要

保全区域
公益性の高い自然環境及び生態系の保全を

図るべき区域

森林区域

森林が持つ多面的な機能の発揮を図り、又
は地域環境の形成に寄与する民有林等の保

全を図るべき区域

農業区域

農地を保全し、又は農業の振興を図るため
の、農業生産の基盤となる農用地区域等か

らなる区域

集落区域
住宅その他の建築物の敷地として既に土地

利用がされている区域

集落区域については、集落の存続と活性化に向け

た土地利用を推進する区域と位置付け、土地利用

規制の弾力的運用を認める方針を示しています。



集落住民の生活環境の充実を図るとともに、山林などの豊

かな緑や水辺、農地など、自然環境と田園環境の保全に努

めます。

第6次総合計画

• 都市構成に基づいた都市づくり

（北部地域の土地利用の方針について）

豊かな自然環境と田園環境を保全しつつ、西谷庁舎周辺を自

然や農に触れられる暮らしの拠点とし、宝塚北サービスエリ

ア周辺などを他地域から訪れる人々との交流の拠点に位置付

け、地域活力の創出を目指す

• 地域の特性を生かした拠点づくり



本市全体としての資源である豊かな自然環境や田園

環境を適切に保全するとともに、地域資源を生かし

た魅力的なまちづくりをめざします。

現在策定中の「宝塚市都市計画マスタープラン見直し（案）」

においても、めざす都市構造で

⚫ いずれの計画においても、市街化調整区域を継承す

ることを基本に、地域の活性化、住民主体のまちづ

くりなどに取り組んで行く方針を掲げています。



市街化区域への編入は、土地利用の動向、都市基盤施設や

公共交通網の整備状況等の詳細な検討を行い、計画的な市

街地を図る上で特に必要な場合に行うものとし、編入する

区域は、都市計画区域マスタープラン、市町マスタープラ

ン等に位置付けられ、既に市街地を形成している区域又は

計画的な市街地整備が行われる区域のうち、事業の妥当性

及び確実性を備えた必要最小限とする。

県 区域区分の方針（抜粋）

市街化区域と市街化調整区域の決定については、

兵庫県の決定となります。



＜既に市街地を形成している区域＞

・市街化区域に隣接し、かつ市街化区域に存する住宅に隣

接しており、すでに戸建て住宅が立地している区域

・都市計画法29条の開発許可で開発され、既に市街地を形

成している区域

市の総合計画、市の都市計画マスタープランに即し、基本

的には市街化調整区域の土地の市街化への編入は抑制する

とし、すでに市街地を形成している区域のみ対象とする

⚫ 宝塚市でも兵庫県の方針に基づき区域区分の見直し方針
を定めています。



以上のように北部西谷地域における市街化調整区域の見直しに

ついては、県による区域マスタープランを地域の意見を聞きな

がら、新たな方針を策定し、それに合わせた市の都市計画マス

タープランの作成が必要となる。（なおかつ、「宝塚自然休養

村」と「農業振興地域」の指定も外さなければならない。）

今後、社会情勢の急激な変化などにより、農林業の振興及び

自然環境の保全に関する考え方が大きく変わり、市街化する合

理的な理由が整理されなければ、市街化区域への編入は難しい

現状になります。



 宝塚大橋の歩道空間整備

 宝塚大橋は1979年（昭和54年3月1日）の完成当時、彫刻や
円形シェルター・植栽帯等が設けられた全国でも先進的なガー
デンブリッジ（橋上公園）として完成しました。

 それから40年経過した現在、老朽化に伴い、今後も長く利用
できるよう耐震補強等を含めた工事を行っています。雨水の浸
透によるサビ防止のため防水工事が必要であり、彫刻・手塚パ
ネル・銘板は一時撤去し、円形シェルター・噴水は老朽化等の
ため撤去しています。

 また、40年の間に周辺の土地利用や通行利用も変わってきた
ことから、①周辺風景との調和、②利用方法、③通行安全性、
④維持管理の4つの視点で、整備計画の検討をしています。



事前質問②
県と市の連携強化について、宝塚大橋は宝塚の誇る景観でもあり、日本でも稀有な
ガーデンブリッジとして未来に継承することをコンセプトとして架けられたが、そ
の補修について市議の関心が低く、市民から要望書が提出されて議論が動き始めた

が、超党派で取り組む課題ではないのか



宝塚市景観審議会での資料紹介









オブジェ（愛の手）は撤去してほしい



























 宝塚大橋が宝塚市の中心市街地における景観形成

に果たしてきた役割を改めて認識し、歩道空間の景観

整備に県と連携して取り組むとしています。

また、今後アンケート調査などにより広く市民の皆さま

の声を聴くとともに、景観審議会において委員の皆さま

から専門的な知見に基づく意見をいただき、道路として

の機能と中心市街地を構成する景観が両立する整備計画を、

県と市が力を合わせて作成していきたいと考えているとの

ことです。いろいろな意見もあり、市議会としても

しっかり見守っていきます。



事前質問➂
夕方になると宝来橋や宝塚南口の交差点で渋滞が起こっているが、

対策は

渋滞解消のため宝塚市道路網基本構想の策定をしています



地形的な問題（扇状地）から、宝塚駅に集中する。また民間開発で体系

的な道路の整備がなされていません。



そのため都市計画道路の整備が必要であるが、先の地形的な問題

（扇状地）もあり整備率が遅れています。



課題は、渋滞における抜け道での事故などが多い。道路特性を見てみ

ると、2/3が通過交通で、歌劇場前交差点で、西宮へ４万台/日、大阪
方面へ４万台/日と異常な台数。（通常片側2.8万台/日程度）



幹線道路と補助幹線道路を道路網構想の位置づけとし

道路整備計画を策定する方向です。



幹線道路の整備により交通分散を図ります。



補助幹線道路を整備し交通分散を促します。



今後は、策定した道路網基本構想から道路整備計
画を策定し、市が道路整備を行うものに関して整
備順位を決めるプログラムを作り道路整備を実施

していきます。
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